
 

 

 

 

１ 立地適正化計画について 

〇立地適正化計画とは 

人口減少や高齢化に対応しながら、住まいや生活に必要な施設をできるだけ集約し、公共交通や防災と

も連携した、持続可能なまちの形を目指すための計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

〇計画の背景と目的 

社会経済状況の変化や少子化の進展、超高齢社会の到来などを踏まえ、本市では令和 5（2023）年 4

月に都市計画マスタープランを改訂しました。都市計画マスタープランでは「“活”かすまち かたの」を

基本理念に掲げ、持続的な都市づくりを進めています。 

一方、国では都市機能や居住を拠点に集約し、公共交通などのネットワークで結ぶ「コンパクトシテ

ィ・プラス・ネットワーク」のまちづくりを進めるため、立地適正化計画制度が創設されています。 

こうした動向や都市計画マスタープランの考え方を踏まえ、本市においても都市の持続性を高めるた

め、立地適正化計画を策定することとしました。 

 

〇計画の目標年次 

将来的に都市計画マスタープランとの統合を見据えることから、都市計画マスタープランの目標年次

にあわせて令和 8（2026）年度から令和 14（2032）年度を計画期間とします。  

０ 

交野市立地適正化計画 【概要版】   

令和８年５月 

１ 

出典：立地適正化計画作成の手引き（国土交通省） 

〈立地適正化計画の主な記載事項〉 

居住誘導区域：人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確

保されるように居住を誘導する区域 

：医療・福祉・商業等の都市機能を誘導し集約することにより、これらの各種

サービスの効率的な提供を図る区域 

誘 導 施 設：都市の居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設 



 

 

２ まちづくりの方針 

方針❶ 拠点の役割に応じた機能の充実・強化   

○それぞれの鉄道駅周辺ごとの役割に応じた都市機能や生活利便機能の充実・強化を図ります。 

○JR 新駅の整備も検討されている寺・向井田地区では、その土地利用動向を見極めながら位置づけ等を

検討します。 

方針❷ 子育て層を軸に多様な世代が暮らしやすい居住環境づくり  

○若者やファミリー世帯などにとって魅力があり、住み続けたくなる機能導入や生活空間の形成を図り

ます。 

○若くして住み始めた人たちが高齢になっても、安全・安心で快適に住み続けることができる居住環境

の形成を図ります。 

方針❸ 安全・安心に暮らせる、災害に強い環境づくり   

○インフラの適切な整備、維持・管理により市民の安全・安心で暮らしやすい住環境の形成を図ります。 

○自然に恵まれた都市環境を活かし、グリーンインフラ等を加味した災害に強い都市空間の形成を図り

ます。 

方針❹ 市民の移動手段の確保   

○市民*の重要な移動手段である公共交通の維持を図りつつ、交通利便性の充実に資する方策を検討しま

す。 

○鉄道駅の交通結節機能の充実・強化を図りつつ、移動手段の多様化や連携について検討します。 

* この計画において「市民」とは、市内に住み、学び又は働く人及び市内において事業又は活動を行う法人その他の団体をいう。 

 

３ 将来都市構造 

本市は京阪交野線、JR 学研都市線が南北、東西につながっており、大阪市内へのアクセス性も優れて

います。そのため、鉄道を軸とした沿線で都市機能の役割を分担、連携することが考えられることから、

この特徴を活かした拠点ごとの役割分担の考え方を整理します。 

  

道沿線のまちづくりを考慮した拠点の役割分担の考え方 

２ 



 

 

４ 誘導区域・誘導施設の設定 

各拠点の機能を強化し生活利便性を維持することで、地域の特色に応じた多様な暮らしを実現できる

ように都市機能を誘導します。 

また、各拠点には地域の特性を活かしたまちづくりのために誘導が必要な施設があることから、それら

を本市独自の誘導施設である「地域の特色に応じた施設」と位置づけ、本市独自の誘導区域である「地域

魅力向上区域」への立地誘導を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 

誘導施設 
都市機能誘導区域 

交野市駅周辺地区 星田駅周辺地区 
河内磐船駅・ 

河内森駅周辺地区 

大規模小売店舗（3,000㎡以上） ● ● ● 

図書館 ● ● - 

市役所 ● - - 

乳幼児一時預かり機能を有する施設 ● ● ● 

 

【地域魅力向上区域】 

郡津駅周辺地区 

生活の拠点として、地

域の暮らしを支える施

設（病院／交流施設等）

を誘導します。 

【地域魅力向上区域】 

私市駅周辺地区 

観光・レクリエーション機能
を重視した拠点として、観
光等に訪れた方を支援する
施設（カフェ／アウトドアシ
ョップ等）を誘導します。 

寺・向井田地区 

今後のまちづくりや市

街化区域編入の方向性

が定まった段階で、都

市機能誘導区域に編入

することを検討します。 

【都市機能誘導区域】 
交野市駅周辺地区 

本市を牽引する拠点 

【都市機能誘導区域】 
星田駅周辺地区 

新市街地が形成される
新たな拠点 

【都市機能誘導区域】 
河内磐船駅・ 

河内森駅周辺地区 
 多くの人々が乗降する交
通結節点（鉄道・バス等）を
有する拠点 

 

《居住誘導区域について》 
 

斜線部のうち、土砂災害特別警

戒区域、災害危険区域および生

産緑地の区域は居住誘導区域か

ら除く。 
 

※ 生産緑地法第 14条の規定により 

行為の制限が解除されたものは居 

住誘導区域とする。 

※ 各区域に変更があった場合は居住 

誘導区域も変更するものとする。 



 

 

５ 誘導施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 届出制度 

居住誘導区域外における住宅開発等や、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地に係る建築行為

等、都市機能誘導区域内における誘導施設の休止または廃止を行う場合には、それぞれ行為に着手する

日の 30 日前までに、市長への届出が必要になります。 

０ 

【お問い合わせ先】      交野市役所 都市まちづくり部 都市まちづくり課 
                 TEL 072-892-0121（代表）  E-mail： tosi@city.katano.osaka.jp 

４ 

① 拠点の役割に応じた機能の充実・強化 

〇拠点における機能の強化 

・交通結節機能を活かし、生活利便機能の維持、にぎ

わい創出、ウォーカブルな空間づくりを進めます。 

 

〇寺・向井田地区における新市街地の形成 

・新駅整備や新駅も想定した土地区画整理の実施な

ど、新市街地形成の可能性について検討します。 

② 子育て層を軸に多様な世代が暮らしやすい 
居住環境づくり 

 

③ 安全・安心に暮らせる、災害に強い環境づくり ④ 市民の移動手段の確保 

・二次交通の維持と利便性の向上 

・交通結節拠点としての充実・強化 

・市街地の防災性の向上 

・治山・治水対策 

・地域主体の防災力の向上 

・心地よく魅力的な、誰にでもやさしい暮らしの 

環境づくり 

・子育てしやすい環境づくり 

・地域資源の活用やみどり豊かなまちづくり 

・所有者による空き家の適正管理と有効活用 

【施策例】 
・地区計画制度によるゆとりのある良好な住環境の維持・向上 

・ボール遊び広場やスケボー広場の整備 など 

【施策例】 
・耐震性の不足した木造住宅を対象とする補助制度の活用 

・避難行動要支援者の登録制度（おりひめ支え愛プロジェクト） 

・防災訓練の実施 

・トイレカーやＡＩ循環式シャワートラック等の導入     など 

【施策例】 
・交野市地域公共交通会議の開催 

・高齢者・障がい者(児)の方を対象とした交野市外出支援制度の

活用 

・鉄道駅周辺のバリアフリー化の促進 など 

居住誘導区域外における届出 

【開発行為】 

•3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

•1戸又は 2戸の住宅の建築目的の開発行為で、

その規模が 1,000㎡以上のもの 

【建築等行為】 

•3戸以上の住宅を新築しようとする場合 

•建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して

3戸以上の住宅等とする場合 

都市機能誘導区域外における届出 

【開発行為】 

•誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 

【建築等行為】 

•誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

•建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 

•建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物と

する場合 

※都市機能誘導区域内であっても当該区域に設定のない誘導施設 

（ｐ3の「誘導施設」を参照）に係る行為を行う場合は届出必要 

都市機能誘導区域内における届出 

•誘導施設を休止または廃止する場合 
※都市機能誘導区域内であっても当該区域に設定のない誘導施設 

（ｐ3の「誘導施設」を参照）を休止・廃止する場合は届出不要 

詳細はホームページまたは 

「届出の手引き」をご参照ください。 


